
東京電力株式会社

代表執行役副社長

石崎芳行 殿

損害賠償金の年内支払いに関する要請書

東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性セシウム

汚染及びいわゆる風評被害は、我々商系の肉用牛経営者にも多

大な影響を及ぼしております。

このため、これまで貴社に対して経営者の切実な要求として

損害賠償請求を続けてきたところでありますが、支払いは遅延

し、とりわけ肥育牛経営者は金融機関からの借入もままならな

いなど、年末を迎えて極めて厳しい状況に置かれております。

つきましては、是非ともこれらの請求額について年内にお支

払いいただくよう要請し1たします。

平成24年 11月29日


